
社会福祉法人 福島県共同募金会

〒960-8141 福島市渡利字七社宮１１１番地
TEL 024-522-0822／FAX 024-528-1234
h t tp s : / / aka ihane - fu kush ima .o r. j p /

令和８年度

赤い羽根ふくしま

福祉活動助成金

助 成 団 体 募 集

申請書の提出・問い合わせ先

■応募期間
令和８年４月 １日（水）

     ～   5月２９日（金）

■応募方法
応募用紙、事業計画書を記入し、必要な書類を添付
の上、本会宛郵送してください。

■助成限度額

１団体につき 上限 30 万円

対象活動
安全・安心で住みよい福祉のまちづくりのために、
又は地域に生じた喫緊の福祉課題を解決
するために行われる、住民の自発的・組織的な活
動や地域の状況に応じた柔軟かつ多様な活動

●ＤＶ被害を受けた女性・子どものための支援

（シェルターの居住環境改善、相談支援、自立支援）

●低出生体重児として誕生したお子さんともつ家族の

ための活動

●医療的ケアを要するお子さんと家族の見守り

●聴覚障がいのあるお子さんをお持ちの保護者の

皆さんのオンラインを活用したコミュニティ活動

●子どもたちが安心して相談できる電話やチャット等

を活用した相談支援

●食料や日用品の配布事業を通じた生活困窮者への]

アウトリーチ、相談事業 …など

福祉課題に取り組む

ボランティアグループや

NPO法人等を応援します！

【
事
業
の
例
】

赤い羽根ふくしま
助成金オンライン説明会

■日時

①4/15 14:00～ 福祉施設向け

②4/16 14:00～ NPO団体向け

■参加方法

以下のフォームよりお申し込み
ください【締切：4/10】

https://forms.office.
com/r/8qAcDGiNSx

https://forms.office.com/r/8qAcDGiNSx
https://forms.office.com/r/8qAcDGiNSx


２０１９年度 福島県赤い羽根共同募金助成事業（一般公募） 募集概要

■対象団体

県内で活動するボランティアグループ、特定非営利活動
法人（ＮＰＯ）等であり、次の要件をすべて満たしてい
ること。

（１）団体の運営が自主性、非営利、公開を原則としている。
・自主性 … 特定の企業、政党、宗教団体等から独立している。
・非営利 … その活動・事業から生じる利益を会員等に分配し

ない。
・公 開 … 活動の内容や財務の状況を公にできる。

（２）会則（運営要綱、規約、定款）、事業報告書・決算書、
事業計画書・予算書等が整備されている。

（３）団体名義の金融機関預金口座を開設している。
（４）活動・事業に要する資金の確保に困難をきたしている。

令和８年度赤い羽根ふくしま福祉活動助成金 募集概要

■対象経費

令和8年7月1日から令和9年3月31日までに実施する
事業の、次に掲げる経費
（１）事業のために必要な会議、研修、講演会、イベント、

広報・啓発、資料作成などにかかる経費
（２）事業のために必要な備品購入経費
（３）団体運営全般にかかる経費（団体立ち上げ時に限る）
（４）その他、配分委員会が特に必要と認める経費

※物品の必要理由、使用目的を明記してください。

※助成対象とならない経費があります。詳しくは、「応募要領」を
ご覧ください。

■助成額

（１）令和7年度共同募金運動（令和7年10月1日～令和8年
3月31日）で寄せられた寄付金を助成原資とします。

（２）助成総額は300万円とします。
（３）1団体30万円を限度とします。
（４）助成額は万単位となります（※応募用紙の「助成要望額」

は万単位未満を切り捨てた金額を記入してください。）

■応募の方法

応募用紙【公募様式第1号】、事業計画書【公募様式第2号】を記
入し、必要な書類（応募用紙「３．添付書類」を参照）を添付の
うえ郵送してください。
※応募用紙等は、福島県共同募金会のホームページよりダウン
ロードできます。

【福島県共同募金会ホームページ】
https://www.akaihane-fukushima.or.jp/

● 応募期間

令和8年4月1日（水）～同年５月29日（金）
※消印有効

● 郵送先
〒960-8141
福島市渡利字七社宮１１１番地 福島県総合社会福祉センター内
社会福祉法人  福島県共同募金会

■助成の決定

（１）福島県共同募金会 配分委員会において応募内容を厳正に審
査し、助成する団体、助成額を決定します。審査の結果、
助成金額が要望額より減額される場合があります。

（２）審査終了後、速やかに結果を通知します。

（３）助成が決定した団体は、７月下旬に開催予定の「助成決定
通知書交付式・事務説明会」（場所：福島市）に出席して
いただきます。

※助成を受けて行う事業の実施から完了までの事務手続き
や注意事項等を説明しますので、必ず出席してください。

（４）助成決定より１カ月以内に助成金を交付します。

■事業の実施・完了

（１）助成を受けて行う事業は、令和8年度内（令和9年3月31日
まで）に実施完了していただきます。

（２）事業終了後１か月以内に実施内容や収支状況等について所
定の様式により報告していただきます。

■助成の明示

助成を受けて行う事業には、「赤い羽根共同募金」の助成を受け
たことを必ず明示していただきます。

【明示の例】

・開催要綱、実施要領などに記載
・ポスター、パンフレット、資料などに記載
・会報、機関紙などに記載
・備品購入の場合、共同募金指定のマーク（シール）を貼付

…など

■助成に関する調査

助成を受けた事業の実施内容や収支状況等について、必要に応じ
て調査（現地調査、関係書類の提出など）を行います。

■スケジュール

事業実施

配分交付式

結果通知

審査

応募締切日5月29日

7月上旬

7月中旬

7月下旬

報告令和9年3月

詳細は、「応募要領」または福島県共同募金会ホームページをご覧ください。


	スライド 1
	スライド 2

